
京都民医連

薬害委員会の取り組み
～薬害シンポジウムを開催して～

2012年8月24日（金） 薬害根絶デー

京都民医連 薬害委員会

京都民医連中央病院 日比麻有

京都民医連 薬害委員会の活動

 薬害イレッサ訴訟の支援

 機関紙「京都薬害通信（KYT）」の発行

 講師活動（薬学生・各事業所での薬害についての講義）

 薬害シンポジウム開催
 第１回 2010年5月27日

「薬害イレッサシンポジウム」

 第２回 2012年7月7日
「薬害シンポジウム

～スモンから学ぶ～」
 薬害イレッサ訴訟の報告と見解

 薬害と薬事行政

 スモン患者 矢倉七美子さんによる講演

薬害イレッサ訴訟の
報告と見解

これまでの薬害イレッサ訴訟の経
過、東京高裁・大阪高裁での不当判
決に対する当委員会の見解を含め
て報告。

参加者の感想（抜粋）

 何度聞いても納得のできる判決では
ない。新たな薬害を生まないために今
後も支援を続けていきたい。

 薬剤師が患者さんと密に関わることで
被害の拡大を防げたかもしれない。
 825人が亡くなっても、製薬会社・国の

責任を認めようとしない司法とは一体
何でしょう。

 1955年 日本でスモンが散発 1965～1968年 大量発生 原因不明の奇病 1969年 「スモンはウイルス感染症」との誤った情報を新聞等が報道 1970年 キノホルムとスモンの関連性→厚生省がキノホルムの販売停止 1971年 国・製薬三社を被告とした
スモン訴訟が各地で起こる 1972年 スモン調査研究協議会 総括

「病気がうつる」
との差別・偏見

「副作用のない薬」「一般的な整腸剤」として広く使用されて
いたが・・・

「スモン患者の尿・便・舌苔の緑色物
質はキノホ

薬害と薬事行政

サリドマイド事件、スモン事件、
エイズ事件を例に挙げ、それぞ
れの薬害の教訓から生まれた薬
事制度を紹介。

スモン事件 原因となった薬は「キノホルム」

 1899年 海外で外用殺菌剤として開発。

次いで、アメーバ赤痢内服剤

として慎重に使用されてきた。

 1934年 スイスバーゼル化学工業が内服薬

「エンテロ･ヴィオフォルム」の

販売を開始。

 1939年 日本薬局方に収載

 1953年～ 製薬会社が相次いで製造販売。

大量生産開始。

キノホルムが

配合されていた

薬は100種類

以上！

腸から吸収され

ないので安全と

言われていた…

スモン（SMON）とは…

亜急性・脊髄・視神経・末梢神経障害。腹部膨満のあと激しい腹痛

を伴う下痢に続いて、下肢のしびれ、痛み、麻痺が出現、ときに視力

障害を起こして失明にいたる等、全身に影響が及ぶ。治療は困難。

ン調査研究協議会 総括「スモンと診断された患者の大多数はキノホルム剤の服用によって神経障害を起こしたと判断される」 1976年 家庭配置薬を回収
 1979年 和解成立

物
質はキノホルムと
鉄のキレート」
と証明！

患者数 11000人

参加者の感想（抜粋）

 薬害との戦いなくして、薬害根絶の前
進はないと感じた。

 薬事行政の改正の歴史が薬害と共に
あるということは逆に悲しいことでもある。

 新薬発売の期間短縮に力が注がれ、
安全性が不確かなまま発売されているこ
とを認識すべき。

 子供たちにも薬害について教育してい
くことが大切。

スモン事件の教訓から

1979年 薬事法の改正

 新薬承認から一定期間後
に有効性や安全性を確認
する再審査制度の導入

 副作用等の重大な健康被
害が疑われる場合は、販売
停止や回収等の緊急措置
命令の導入

 添付文書に禁忌、副作用等
の記載を義務付け

 医薬品の安全性について
虚偽、誇大広告の禁止

1979年

副作用被害救済制度導入

 用法用量等を守り正しく
使用したにも関わらず、副
作用による死亡や重大な
被害を受けた場合、その
救済のため必要な給付を
行う

 給付に要する費用は，製
薬企業が負担

 副作用被害の認定，給付
の決定，費用の徴収等の
業務を行うため，救済基
金を設立する



《矢倉七美子さんの思い》
 少しでも気を抜くと厚労省は薬事行政を後戻りさせてしまう。
だから監視を続けなくてはならない

スモン患者矢倉七美子さん
による講演

京都スモンの会理事長。 昭和43年、胃腸炎で入院中にキノホ
ルムを含む薬を投薬されスモンに罹患。40年以上たった今でも、
足のしびれなどの症状と闘っている。

参加者の感想（抜粋）

 製薬企業の利益主義のために必要な情報が公開されず被害が拡がっ
たことが許せない。
 薬事行政を変えさせた被害者の方々の行動の大きさを感じた。

 今もスモンで苦しんでいる人がいることを知り、終わったことではないと
改めて認識した。

 私たち薬剤師は１つの薬によって人生を大きく左右され苦しむ可能性が
あることを心のどこかに持ち、日々の業務に取り組まなければならない。

だから監視を続けなくてはならない。

 医師・薬剤師・看護師、すべての医療従事者が対等な立場で患者をみ
てほしい。真ん中にいるのは常に患者であってほしい。

第２回薬害シンポジウムを開催して

 薬害の被害を受けられた方の生の声を聞き、事実を学
ぶことで、私たち薬剤師が中心となって薬の安全を守っ
ていかなければならないことを再認識した。

 被害を受けた尊い命や健康を無駄にしないためにも、
過去の薬害事件を決して風化させてはならない過去の薬害事件を決して風化させてはならない。

 多くの被害から培った教訓、勝ち取った薬事制度を十
分に活かしていくことが、薬害根絶への歩みとなると感
じた。

私たち民医連の薬剤師は、
薬害のない社会をめざし、

安全で安心な薬物療法のため
に活動を続けます！


